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議第４５号 瑞浪市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律（令和元年

法律第１号）の施行に伴い、投票管理者等の報酬額について改定を行う。 

【改正内容】 

 投票管理者等の報酬額を増額し、併せて重複支給の禁止に係る規定等を追加するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、公布の日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条～第２条 （略） 第１条～第２条 （略） 

（重複支給の禁止） （重複給与の禁止） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 投票管理者、開票管理者、選挙長又は投票立会

人が、当該選挙と同じ日に行なわれるべき他の選

挙におけるその職を兼ねるときは、当該兼ねる職

としての報酬は、重複して支給しない。 

 

第４条～第５条 （略） 第４条～第５条 （略） 

別表（第２条・第４条関係） 別表（第２条・第４条関係） 

 区分 報酬 費用弁

償 

区分 報酬 費用弁

償 

 （略） （略） （略） 瑞浪市

職員の

旅費に

関する

条例（

昭和29

年条例

第19号

）に規

定する

額 

 （略） （略） （略） 瑞浪市

職員の

旅費に

関する

条例（

昭和29

年条例

第19号

）に規

定する

額 

 固定資産評価審査委

員会委員 

委員長 

その他の委員 

 

 

執務１日

につき 

7,000円

6,000円

 固定資産評価審査委

員会委員 

委員長 

その他の委員 

 

 

執務１日

につき 

7,000円

6,000円

  

  

 投票所の投票管理者 一の選挙

につき 

12,800円  投票所の投票管理者 一の選挙

につき 

12,600円

 期日前投票所の投票

管理者 

１日につ

き 

11,300円  期日前投票所の投票

管理者 

１日につ

き 

11,100円

 開票管理者及び選挙

長 

一の選挙

につき 

10,800円  開票管理者及び選挙

長 

一の選挙

につき 

10,600円

 投票所の投票立会人 一の選挙

につき 

10,900円  投票所の投票立会人 一の選挙

につき 

10,700円

 期日前投票所の投票

立会人 

１日につ

き 

9,600円  期日前投票所の投票

立会人 

１日につ

き 

9,500円

 開票立会人及び選挙

立会人 

一の選挙

につき 
8,900円  増設期日前投票所の

投票立会人 

7,000円

  開票立会人及び選挙

立会人 

一の選挙

につき 

8,800円

 専門委員 執務１日

につき 

5,000円  専門委員 執務１日

につき 

5,000円

 （略） （略） （略）  （略） （略） （略） 

 （略）  （略） 

 備考  

１ 投票所（期日前投票所を含む。以下この項

及び次項において同じ。）を開く時刻を繰り

下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げた
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場合の投票立会人の報酬の額は、この表に掲

げる投票立会人の報酬の額を公職選挙法（昭

和25年法律第100号）第40条第１項本文（第48

条の２第６項において準用する場合を含

む。）の規定による投票時間数で除して得た

額（以下「１時間当たり報酬額」という。）

に当該投票所における投票時間数を乗じて得

た額（その額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）とする。 

２ 投票所の投票立会人が一の選挙において交

替した場合の当該投票立会人の報酬の額は、

１時間当たり報酬額に当該投票立会人が立ち

会った時間数を乗じて得た額とする。この場

合において、交替で立ち会った全ての立会人

にそれぞれ支払われる報酬の額の合算額は、

この表に掲げる投票立会人の報酬の額（投票

所を開く時刻を繰り下げ、又は投票所を閉じ

る時刻を繰り上げたときは、前項に規定する

投票立会人の報酬の額）と同額となるよう調

整するものとする。 
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議第４６号 財産の取得について 

 

概       要 

取 得 の 目 的 
農畜産物加工施設で使用する処理加工施設設備機器、販売

施設設備機器及び飲食厨房設備機器を購入する。 

取 得 金 額 ５８，８５０，０００円 

取 得 す る 

財産の概要 

【処理加工施設設備機器】 

・フードミキサー 

・サイレントカッター 

・自動充填機 他 

 

【販売施設設備機器】 

・冷蔵対面ケース 

・ラベルプリンター 

・デジタル秤 他 

 

【飲食厨房設備機器】 

・ガスコンロ 

・２槽シンク 

・台下冷蔵庫 他 

取得の相手方 

 愛知県一宮市北小渕字勝幡９２番地２ 

株式会社名岐 

代表取締役 眞 野 英 憲 

備 考 ・平成３１年２月２６日 補正予算第７号議決 
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